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１ 計画策定の意義

経済発展に伴う大量生産･大量消費型の社会は、生活様式の多様化や利便性の向上に

貢献しましたが、廃棄物の排出量の増加による環境への負荷の増大など深刻な社会問題

を発生させました。

今後、地球環境への配慮とともに、快適でうるおいのある生活環境を確保するために

は、これまでの社会経済システムやライフスタイルを見直し、持続可能な循環型社会を

構築していく必要があり、社会を構成する主体がそれぞれの立場で役割を認識し、履行

していくことが重要になっています。

本市では、建都400年の節目となる平成16年７月に「環境都市あきた宣言」を行い、

資源の循環と人と自然との共生を基本とした「人にも地球にもやさしいあきた」を目指

すことを広く内外に向け宣言したところであり、その実現に向け秋田市総合計画、秋田

市環境基本計画および秋田市一般廃棄物処理基本計画に基づき、各種環境施策を展開し

ているところです。

本計画はこのような状況のなか、廃棄物の減量や最終処分場の延命化、資源の有効活

用を図るため、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（以下「法」

という）第８条に基づいて、容器包装廃棄物の分別収集と地域における３Ｒ（リデュー

ス、リユース、リサイクル）の推進について、市民・事業者・行政が一体となって取り

組むべき方針を示すものです。

２ 基本的方向

本計画を実施するための基本的方向を以下に示す。

・資源循環型都市の創造のため、市民や事業者と一体になって、廃棄物の減量化、分

別の徹底、再資源化を推進する。

・快適な生活環境を保持するため、廃棄物の衛生的・効率的かつ適正な処理体制を整

備する。

３ 計画期間

本計画の計画期間は、平成23年４月を始期とする５年間とし、３年ごとに改定する。

４ 対象品目

本計画は、容器包装廃棄物のうち、アルミ製容器、スチール製容器、ガラス製容器

（無色ガラス、茶ガラス、その他ガラス）、飲料用紙製容器、段ボール、紙製容器包装、

ペットボトルを対象とする。
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５ 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み（法第８条第２項第１号）

６ 容器包装廃棄物の排出の抑制の促進のための方策に関する事項（法第８条第２項第２

号）

容器包装廃棄物の排出抑制のため、以下の方策を実施する。

なお、実施にあたっては、市民、事業者、再生業者、行政等がそれぞれの立場から役

割を分担し、相互に協力・連携を図る。

(1) 環境教育、啓発活動の充実

学校や地域社会における環境教育や、キャンペーン、出前講座などあらゆる機会を

通じて、ごみ処理の状況について情報提供するとともに、ごみの排出抑制、分別排出、

再生利用の意義および効果、ごみの適切な出し方に関する教育、啓発活動に積極的に

取り組む。

(2) リデュース（発生抑制）の推進

スーパーマーケット等の小売店での容器包装使用の抑制を図るため、市民や事業者

と協力・連携しながら、包装の簡素化、マイバッグの持参、量り売り、ばら売り商品

の拡大などを推進する。

(3) 資源集団回収の推進

市民団体等の再生資源回収活動が安定的に行われ、ごみの減量化やリサイクルが効

果的に進められるよう奨励金を交付する。

(4) 再生品の利用促進への支援

市民によるリサイクル製品の需要拡大を図るため、リサイクルプラザでのリサイク

ル品展示を行うとともに、再生紙や再生材料で作られた製品の利用拡大を推進してい

く。

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

容器包装廃棄物 31,649t 31,285t 31,012t 30,742t 30,559t
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７ 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係

る分別の区分（第８条第２項第３号）

処理施設の状況および本市における諸計画を総合的に勘案し、分別収集する容器包装

廃棄物の種類および収集に係る分別の区分を下表のとおりとする。

分別収集する容器包装廃棄物の種類 収集に係る分別の区分

主としてスチール製の容器 空き缶

主としてアルミ製の容器

主として 無色のガラス製容器

ガラス製の 茶色のガラス製容器 空きびん

の容器包装 その他の色のガラス製容器

飲料用紙パック 古紙

段ボール

主としてポリエチレンテレフタレート（PET）製の容器で ペットボトル

あって飲料、しょうゆ等を充てんするためのもの

８ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び第２条第

６項に規定する主務省令で定める物の量の見込み（第８条第２項第４号）

主としてスチール製の

容器
主としてアルミ製の容

器

(引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量)

905t - 899t - 894t - 889t - 884t -

(引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量)

657t - 653t - 649t - 646t - 642t -

(引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量)

471t - 468t - 466t - 463t - 460t -

(引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量)

857t - 852t - 847t - 842t - 837t -

23年度

(合計)

(合計)

(合計)

560t

521t

905t

657t

主としてポリエチレンテ
レフタレート(PET)製の

容器であって飲料又は

しょうゆその他主務大
臣が定める商品を充て

んするためのもの

857t

無色のガラス製容器

茶色のガラス製容器

その他のガラス製容器

(合計)

471t

26年度

556t 553t 550t

24年度 25年度

512t
(合計) (合計) (合計)

518t 515t

889t

(合計) (合計) (合計)

899t 894t

646t

(合計) (合計) (合計)

653t 649t

(合計)

468t 466t 463t

27年度

509t

884t

642t

(合計)

547t

(合計)

(合計)

(合計)

852t 847t 842t

460t

837t

(合計)(合計)
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９ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び第２条第

６項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの算定方法

直近年度の特定分別基準適合物等の収集実績に人口変動率を乗じて算定。

＊人口変動率については、第11次秋田市総合計画（平成19年度～平成27年度）の将来推計人口の推

計値を基に算定。直近年度は平成21年度の処理量。

10 分別収集を実施する者に関する基本的な事項（第８条第２項第５号）

分別収集は、現行の収集体制を活用して行う。

なお、段ボール製容器包装や飲料用紙製容器、その他紙製容器包装については、現在、

市、地元製紙メーカーおよび古紙回収業者の共同事業として実施している既存の古紙類

回収システムと町内会や市民団体が行う集団回収により実施する。

収集に係る
容器包装廃棄物の種類 収集･運搬段階 選別･保管等段階

分別の区分

缶 アルミ 資 源 化 物 委託による定期回収 委 託

スチール （空 き 缶） 集団回収 民 間 業 者

び 無色ガラス
資 源 化 物 委託による定期回収 委 託

茶色ガラス
(空 き び ん）

ん その他のガラス 集団回収 民 間 業 者

紙パック 古紙ステーション回収

紙 段ボール 古 紙 類 集団回収 民 間 業 者

その他の紙製容器包装 店頭の拠点回収

プ ペットボトル ペットボトル 直営・委託による定期 委 託

ラ 回収

その他のﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ト レ イ 店頭の拠点回収 民 間 業 者
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11 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項（法第８条第２項第６号）

空き缶、空きびん、ペットボトルについては、秋田市リサイクルプラザで選別、圧縮

保管する。

分別収集する容器 収集に係る
収 集 容 器 収 集 車 中 間 処 理

包装廃棄物の種類 分別の区分

ア ル ミ 缶 資 源 化 物 指 定 袋 パッカー車 リサイクルプラザ

ス チ ー ル 缶 （空 き 缶） （選別・圧縮・保管施設）

無 色 ガ ラ ス 資 源 化 物 プラスチックコンテナ 平ボデー リサイクルプラザ

茶 ガ ラ ス （空 き び ん） トラック （選別・保管施設）

その他の色のガラス

ペ ッ ト ボ ト ル 資 源 化 物 指 定 袋 パッカー車 リサイクルプラザ

(ペットボトル) （選別・圧縮・保管施設）

12 その他の容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項（第８条第２項第７号）

・ 現在実施している家庭ごみ、粗大ごみおよび資源化物の３種１２分別収集の枠組み

を維持しながら、段ボール製容器包装、飲料用紙製容器およびその他紙製容器包装に

ついては、本市独自の古紙ステーション回収システムや集団回収等により再資源化を

図る。

・ 有価びんについては、現行どおりリターナブルびんとして売却し、リサイクルする。

・ その他プラスチック製容器包装は、家庭ごみに入れサーマルリサイクルを図る。


